
広
告

「
た
つ
の
市
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
」
お

よ
び
「
た
つ
の
市
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
運
営
委
員
会
」

の
公
募
委
員
を
募
集

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
公

正
・
中
立
性
の
確
保
や
円
滑
な
運

営
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
運

営
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
し

て
い
た
だ
く
、
公
募
委
員
を
募
集

し
ま
す
。

募
集
人
数　

４
名

応
募
資
格　

次
の
要
件
を
い
ず
れ

も
満
た
す
方

◦
た
つ
の
市
介
護
保
険
の
被
保
険
者

◦
市
内
に
引
き
続
き
１
年
以
上
在
住

し
て
い
る
こ
と
（
12
月
１
日
現
在
）

◦
平
日
の
昼
間
の
会
議
（
年
２
回

程
度
）
に
出
席
で
き
る
方

※
市
職
員
・
介
護
事
業
所
職
員
等

は
除
き
ま
す
。

委
員
の
任
期　

令
和
６
年
２
月

１
日
～
令
和
８
年
１
月
31
日

応
募
方
法　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
直
接
申
し
込
み
、
ま
た
は
地
域

包
括
支
援
課
お
よ
び
各
総
合
支
所

地
域
振
興
課
に
設
置
し
て
い
る
応

募
用
紙
に
て
申
し
込
み

応
募
期
間　

12
月
11
日（
月
）～

27
日（
水
）

応
募
・
問
い
合
わ
せ
先　

地
域
包

括
支
援
課
（
☎
64
・
３
１
９
７
）

「
第
９
期
た
つ
の
市
高
齢
者

福
祉
計
画
及
び
介
護
保
険

事
業
計
画
」の
意
見
を
募
集

　

令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度

ま
で
の
「
第
９
期
た
つ
の
市
高
齢

者
福
祉
計
画
及
び
介
護
保
険
事
業

計
画
」
の
策
定
を
進
め
て
い
ま
す
。

こ
の
た
び
、
素
案
が
ま
と
ま
り
ま

し
た
の
で
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

閲
覧
場
所　

高
年
福
祉
課
、
各

総
合
支
所
地
域
振
興
課

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載

提
出
期
限　

令
和
６
年
１
月
９

日
（
火
）

提
出
資
格

◦
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方

◦
市
内
に
事
業
所
の
あ
る
個
人
・

法
人
・
そ
の
他
団
体

◦
本
市
に
納
税
義
務
の
あ
る
個
人・

法
人

◦
本
計
画
に
利
害
関
係
の
あ
る
個

人
・
法
人
・
そ
の
他
団
体

提
出
方
法　

閲
覧
場
所
に
設
置

し
て
い
る
意
見
書
ま
た
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し

た
意
見
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
持
参
、
郵
送
（
提
出
期
限
ま

で
に
必
着
）、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
電
子

メ
ー
ル
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
・
問
い
合
わ
せ
先　

高
年
福
祉
課
（
☎
64
・
３
１
５
５
）

●新 

地
域
振
興
課 （
☎
75・０
２
５
３
）

●揖 

地
域
振
興
課 （
☎
72・２
５
２
３
）

●御 

地
域
振
興
課 （
☎
３
２
２
・１
４ 

５
１
）

お
知
ら
せ

年
末
年
始
の
準
備
と
急
病
時

の
対
応
に
つ
い
て

　

年
末
年
始
の
医
療
機
関
の
診
療

日
や
時
間
は
、
あ
ら
か
じ
め
確
認

し
て
お
く
と
安
心
で
す
。

　

持
病
の
あ
る
人
や
体
調
の
悪
い

人
は
、
早
め
に
か
か
り
つ
け
医
等

を
受
診
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
特

に
、
小
さ
な
お
子
さ
ん
は
、
急
な
発

熱
や
体
調
の
変
化
が
起
こ
り
や
す

い
も
の
で
す
。

　

お
子
さ
ん
の
急
病
や
け
が
で
、
緊

急
に
病
院
に
行
く
必
要
が
あ
る
か
ど

う
か
迷
っ
た
と
き
に
は
、か
か
り
つ
け

医
へ
の
相
談
の
他
、
小
児
救
急
医
療

電
話
相
談
窓
口
を
活
用
し
ま
し
ょ
う
。

専
門
の
ス
タ
ッ
フ
が
、病
状
へ
の
対
処

方
法
な
ど
を
助
言
し
て
い
ま
す
。
日

頃
か
ら
体
調
管
理
に
努
め
る
と
と
も

に
、
身
近
な
と
こ
ろ
で
か
か
り
つ
け

医
を
つ
く
り
、で
き
る
だ
け
診
療
時

間
内
の
受
診
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

兵
庫
県
小
児
救
急
医
療
電
話
相
談

☎
＃
８
０
０
０

相
談
時
間　

月
～
土
18
時
～
翌

朝
８
時
（
日
曜
・
祝
休
日
・
12
月

29
日
か
ら
１
月
３
日
は
８
時
～
翌

朝
８
時
）

※
ダ
イ
ヤ
ル
回
線
や
Ｉ
Ｐ
電
話
の

場
合
は
、
☎
０
７
８
・
３
０
４
・ 

８
８
９
９

播
磨
姫
路
小
児
救
急
医
療
電
話
相
談

☎
０
７
９
・
２
９
２
・
４
８
７
４

相
談
時
間　

月
～
土
20
時
～
24

時
（
日
曜
・
祝
休
日
・
８
月
15
日
・

12
月
31
日
か
ら
１
月
３
日
は
９
時

～
18
時
、
20
時
～
24
時
）

▼
龍
野
健
康
福
祉
事
務
所
企
画
課

（
☎
63
・
５
１
５
０
）

マ
イ
ナ
ち
ゃ
ん
カ
ー
で
、
出
張

申
請
受
け
付
け
て
い
ま
す
‼

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請
補
助

用
自
動
車
「
マ
イ
ナ
ち
ゃ
ん
カ
ー
」

で
、
市
職
員
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
申
請
サ
ポ
ー
ト
を
す
る
た
め

に
、
ご
自
宅
へ
お
伺
い
し
ま
す
。

　

お
ひ
と
り
か
ら
で
も
受
け
付
け

ま
す
の
で
、
市
役
所
に
出
向
く
こ

と
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
申
請

が
難
し
い
方
は
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。（
要
予
約
）

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
団
体

か
ら
の
お
申
し
込
み
も
受
け
付
け

ま
す
。

対
象
者　

原
則
、
初
め
て
申
請
す

る
市
民
の
方

出
張
日
時　

火
曜
日
・
木
曜
日

10
時
～
16
時

必
要
な
物　

通
知
カ
ー
ド
（
お
持

ち
の
方
）
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付

申
請
書
（
お
持
ち
の
方
）
、
運
転
免

許
証
・
健
康
保
険
証
な
ど
本
人
確

認
が
で
き
る
も
の

▼
市
民
課
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

特
設
窓
口
（
☎
64
・
３
１
２
３
）

「
本
人
通
知
制
度
」を
ご
存
じ

で
す
か

　

こ
の
制
度
は
、
住
民
票
の
写
し
や

戸
籍
謄
（
抄
）
本
等
の
不
正
請
求
を

抑
止
し
、
不
正
取
得
の
早
期
発
見

に
努
め
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
の
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
る
も
の
で
す
。
制

度
の
利
用
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

事
前
登
録
手
続
き
が
必
要
で
す
。

住
民
票
の
写
し
等
を
本
人
の
代
理

人
や
第
三
者
に
交
付
し
た
場
合

に
、
事
前
に
登
録
し
た
本
人
に
、
交

付
の
事
実
を
通
知
し
ま
す
。

※
住
民
票
の
写
し
等
の
請
求
が

あ
っ
た
場
合
に
、
交
付
の
可
否

を
事
前
登
録
者
に
確
認
し
た

り
、
交
付
し
た
方
の
氏
名
や
住

所
を
お
知
ら
せ
す
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
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▼
市
民
課
（
☎
64
・
３
１
４
７
）

●新
地
域
振
興
課 

（
☎
75
・
０
２
５
３
）

●揖
地
域
振
興
課 

（
☎
72
・
２
５
２
３
）

●御
地
域
振
興
課 

（
☎
３
２
２
・
１
４
５
１
）

葬
儀
用
具
の
貸
し
出
し
を

行
っ
て
い
ま
す

　

質
素
で
安
価
な
葬
儀
を
希
望
さ

れ
る
方
へ
、
葬
儀
用
具
等
の
貸
し

出
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。

市
営
葬
祭
貸
し
出
し
用
具

祭
壇
、
棺
、
霊
柩
車
、
葬
儀
用
消
耗

品
の
貸
し
出
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。

※
対
象
区
域
は
龍
野
、
揖
保
川
、

御
津
地
域
で
す
。

こ
ぶ
し
苑
貸
し
出
し
用
具

祭
壇
、
棺
の
貸
し
出
し
を
行
っ
て
い

ま
す
。

※
対
象
区
域
は
新
宮
地
域
で
す
。

▼【
市
営
葬
祭
】

環
境
課
（
☎
64
・
３
１
５
０
）

●揖
地
域
振
興
課 （
☎
72
・
２
５
２
３
）

●御
地
域
振
興
課 （
☎
３
２
２
・
１
４
５
１
）

▼【
こ
ぶ
し
苑
】

●新
地
域
振
興
課 （
☎
75
・
０
２
５
３
）

野
焼
き
は
法
律
違
反
で
す
！

　

廃
棄
物
の
野
外
焼
却
（
野
焼
き
）

は
、
廃
棄
物
処
理
及
び
清
掃
に
関

す
る
法
律
に
よ
っ
て
一
部
の
例
外

（
農
業
等
を
営
む
た
め
に
や
む
を
え

な
い
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
焼
却

等
）
を
除
き
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

毎
年
、
例
外
と
し
て
規
定
さ
れ
て

い
る
焼
却
で
あ
っ
て
も
、
多
く
の
苦

情
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ

ら
の
例
外
規
定
の
焼
却
を
行
う
時

に
は
「
事
前
に
周
辺
住
民
に
周
知
す

る
」「
風
向
き
や
焼
却
時
間
帯
、
焼

却
す
る
量
を
考
慮
す
る
」
等
周
囲
の

住
環
境
に
配
慮
し
て
慎
重
に
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
例
外
規
定
に
該
当
す
る
焼

却
で
あ
っ
て
も
、「
生
活
環
境
の
保

全
上
著
し
く
支
障
を
生
じ
る
焼
却
」

は
行
政
処
分
、
行
政
指
導
の
対
象
と

な
り
、
行
為
者
は
５
年
以
下
の
懲
役

も
し
く
は
１
千
万
円
以
下
の
罰
金

ま
た
は
そ
の
両
方
（
法
人
は
３
億
円

以
下
の
罰
金
）
に
処
さ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

産
業
廃
棄
物
の
焼
却
、
悪
質
な
野

外
焼
却
等
を
見
か
け
た
と
き
は
警

察
、
ま
た
延
焼
す
る
恐
れ
が
あ
る
時

は
消
防
署
へ
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
環
境
課
（
☎
64
・
３
１
５
０
）

つ
な
が
る
い
の
ち
サ
ポ
ー
ト

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
協
力
ス
ポ
ッ

ト
が
増
え
ま
し
た

　

つ
な
が
る
い
の
ち
サ
ポ
ー
ト
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
は
、
支
援
を
必
要
と
す

る
人
に
気
づ
き
、
早
期
の
相
談
に

結
び
付
け
る
こ
と
で
自
殺
の
発
生

を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
、
登
録
い
た
だ
い
て
い
る
協

力
ス
ポ
ッ
ト
か
ら
、
自
殺
予
防
に

向
け
た
情
報
発
信
を
行
っ
て
い
ま

す
。
協
力
ス
ポ
ッ
ト
に
は
、
つ
な
が

る
い
の
ち
の
ス
テ
ッ
カ
ー
を
貼
付
し

て
お
り
、
市
内
30
カ
所
に
な
り
ま

し
た
。
ス
テ
ッ
カ
ー
内
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
か
ら
い
つ
で
も
相
談
先
の
情
報

を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

★
追
加
協
力
機
関（
10
月
に
追
加

登
録
）

◦
ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
た
つ
の
日
山
店

◦
ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
た
つ
の
神
岡
店

◦
ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
た
つ
の
御
津
店

協
力
機
関
の
登
録
を
お
願
い
し
ま
す

　

地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
、

自
殺
予
防
の
た
め
の
情
報
が
得
ら

れ
る
よ
う
、
協
力
ス
ポ
ッ
ト
ス
テ
ッ

カ
ー
を
貼
付
し
て
い
る
場
所
を
増

や
す
取
り
組
み
を
し
て
い
ま
す
。

　

つ
な
が
る
い
の
ち
サ
ポ
ー
ト
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
目
的
に
賛
同
し
て
い

た
だ
け
る
企
業
や
団
体
、
事
業
所

や
店
舗
、
グ
ル
ー
プ
な
ど
を
広
く

募
集
し
て
い
ま
す
の
で
、
登
録
お

よ
び
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

登
録
・
問
い
合
わ
せ
先　

地
域
福
祉
課（
☎
64
・
３
２
０
４
）

中
播
都
市
計
画
用
途
地
域
の

変
更
お
よ
び
地
区
計
画
の
決

定
に
係
る
説
明
会
を
開
催

　

四
箇
・
大
道
地
区
に
お
け
る
用

途
地
域
の
変
更
お
よ
び
地
区
計
画

の
決
定
に
係
る
説
明
会
を
開
催
し

ま
す
。 

と
き　

12
月
15
日（
金
）19
時
～

と
こ
ろ　

市
役
所
多
目
的
ホ
ー
ル

※
都
市
計
画
決
定
に
係
る
説
明
会

で
す
。
出
店
企
業
等
の
事
業
計

画
の
説
明
会
で
は
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
都
市
計
画
課（
☎
64
・
３
２
２
３
）

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

使
用
料
金
等
の
詳
細

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。
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